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１.小規模見直しについて

○平成２８年４月１日の運行見直し以降に寄せられた要望
○休日における遅延の発生
○車いす利用者への対応
○利用者への運行状況等の情報提供（バスロケーションシステム）

新たな課題＋以前からの案件

○平日の遅延運行は９割減少
○利用者は大幅に増加
（Ｈ28：200,168人、Ｈ29：229,849人、Ｈ30：236,096人）

⇒運行見直しは一定の成果をもたらしている状況

平成２８年度運行見直し以降の市営バスの運行状況

・現行ルートを基本
・所要時間に大きな影響がない
・指定管理料に影響を及ぼさない
「小規模な見直し」を検討対象とした。

今回の小規模見直しに関する条件は…
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２.小規模見直し実施内容について

①利用者からの要望への対応

○新規停留所の設置（「本地ヶ原停留所」復活、稲葉町集落内に停留所新設）
○定期券の有効期限の延長 等

②休日（土日祝日）における遅延対応

○遅延が発生したとしても１０分未満となるようダイヤを検討
○ダイヤ改正を実施

③車いす利用者への対応

○対象者は「車いす利用者」（手帳の有無は問わない）
○停留所まで来られる方を公共交通でカバー
○前日までの予約方式
○上記条件を前提に対応方法を検討

④利用者への運行状況等の情報提供（バスロケ）

○平成２８年度の運行見直し…平日の遅延９割減少
○休日の遅延…今回の小規模見直しで対応
⇒現時点では重要度が低い。今回の小規模見直しではバスロケ導入を見送る。
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○停留所設置要望
「本地ヶ原」停留所（西ルート）の復活

①左回り

②右回り

「南新町中畑」停留所

「北本地ヶ原町」停留所

停留所設置箇所

①左回り
②右回り

■ 「南新町中畑」停留所は、今回の要望箇所
からは高低差があり、高齢のかたにとっては
歩くとなると負担が大きい。

■ 「北本地ヶ原町」停留所はスーパー横に
設置されており、買い物での利用が多く移設
対応は難しい。

地域の実情を鑑みると停留所の復活が妥当
ルート・所要時間への影響が少ないことから

「本地ヶ原」停留所を設置する。 3

①利用者からの要望への対応



稲葉町集落内に新たな停留所の設置（東ルート）

道路幅員：4.5ｍ

左回り 右回り

■ 停留所設置箇所の南北の集落は「多世代
交流館」もしくは「市民プール」が最寄り
となり停留所まで距離がある。

■ 「多世代交流館」～「市民プール」間で
はダイヤの余裕があり停留所設置可能

「多世代交流館」停留所

「市民プール」停留所

停留所設置箇所

南北に集落があり、ルート・所要時間に
影響が少ないことから

「稲葉町南」停留所を設置する。
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■ 停留所設置にあたり、公安委員会、道路
管理者及び地先と協議済
⇒当会議で協議が調えば１０月１日に設置

■ 新規停留所設置により以下の４点を実施
① 新たな停留所の設置
② 既存停留所の表示変更
③ ルートマップ・時刻表の作成
④ 車内アナウンスの変更
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○定期券の有効期限の延長要望

定期券販売実績

年度 枚数 前年比（枚） 月平均販売数

Ｈ２８ ２８８ － ２４

Ｈ２９ ３１７ ２９ ２６

Ｈ３０ ２４０ Δ７７ ２０

・定期券を利用しない理由 ※利用者アンケート結果

■ 定期券の販売実績が伸びておらず、利用が少ない
■ アンケートにおいて「有効期限が短い」と回答するかたは比較的多いものの

「必要がない」と考えるかたが多数の状況

【課題】
「有効期限」以外にも「販売場所」「値段」「周知方法」についても検討が必要

⇒利用者にとって利用しやすい定期券なるよう、今年度１年をかけて関係機関
との協議を含め、課題解消に向けた検討を進める。
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○その他要望

■ 遅延の解消
平成２８年以降の運行状況を基に停留所間の所要時間を見直し
平日ダイヤの微調整を実施し、遅延解消を図る
平日ダイヤ案は資料４のとおり

■ 乗降場所が狭い停留所の待合環境の改善（城山小前、城山町城山、旭ヶ丘町旭ヶ丘）
側溝上にコンクリート蓋、鉄板を設置し、待合環境を改善

「城山小前」に加え「城山町城山」
「旭ヶ丘町旭ヶ丘」の２か所についても
待合環境の改善を実施済

○城山小前（西ルート左回り）
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②休日（土日祝日）における遅延対応

新ダイヤ案の試走結果
案① 所要時間：８５分、２月１６日（土）試走

東ルート 西ルート

右回り 左回り 右回り 左回り

最大遅れ １０分 ２２分 ８分 ４分

案② 所要時間：９０分、５月１８日（土）試走

東ルート 西ルート

右回り 左回り 右回り 左回り

最大遅れ ６分 ３分 ４分 ４分

試走結果より、案②のダイヤ案を採用（資料４）

遅延の原因；交通集中による渋滞＋休日の利用者増による停車時間の増加
⇒現行のダイヤでは今後も遅延発生が予想される
⇒所要時間を延長したダイヤ（案①：８５分、案②：９０分）を検討
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③車いす利用者への対応

■前回会議の指摘事項（旅行業法関連）について愛知県観光振興課に確認

愛知県回答

報酬を得て利用者の要望に応じてタクシーを手配＝旅行業法の手配旅行に該当
タクシーを活用して車いす利用者へ対応するには…
１．旅行約款の作成 ２．利用者からの書面申込み ３．契約書面の交付が必要
（電話での申込みは不可）

利用者・運行事業者双方に負担であり現実的ではない

■今後の方向性
リフト付ワゴンによる市営バスの続行便として対応を再検討
事前予約方式による続行便対応（停留所間のみの運行）が可能か
愛知運輸支局と協議中
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３.今後のスケジュール

○令和元年８月下旬 ・運行計画変更に伴う
愛知運輸支局への届出

○令和元年９月上旬 ・バス車内、停留所および市ＨＰにて
周知を開始（貼り紙等を貼付）

○令和元年９月中旬 ・９／１５号広報へ運行内容
変更に関する記事掲載

・時刻表を同号広報へ折り込み
全戸配布

○令和元年１０月１日 ・新ダイヤにて運行開始
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